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構成比�構成比� 金　額�

（平成１４年３月３１日現在）�

金　額�構成比�金　額�

（平成１２年３月３１日現在）� （平成１３年３月３１日現在）�

平成１３年度末�平成１２年度末�平成１１年度末�

財産の状況�

財
産
の
状
況
�

■貸借対照表�

（ 資 産 の 部 ）�

科 目�

現 金 及 び 預 貯 金�

コ ー ル ロ ー ン�

買 入 金 銭 債 権�

金 銭 の 信 託�

預 貯 金�

現 金�

国 債�

地 方 債�

社 債�

株 式�

外 国 証 券�

貸 付 有 価 証 券�

貸 付 金�

保 険 約 款 貸 付�

そ の 他 の 証 券�

一 般 貸 付�

有 価 証 券�

（単位：百万円、％）�

不 動 産 及 び 動 産�

土 地�

建 物�

動 産�

建 設 仮 勘 定�

再 保 険 貸�

そ の 他 資 産�

未 収 金�

前 払 費 用�

代 理 店 貸�

金 融 派 生 商 品�

預 託 金�

先物取引差入証拠金�

仮 払 金�

先物取引差金勘定�

繰 延 税 金 資 産�

そ の 他 の 資 産�

貸 倒 引 当 金�

資 産 の 部 合 計�

支 払 承 諾 見 返�

未 収 収 益�

107,941

364,047

570,342

5,433,425

6,344 15,698

－�

21,778

2

3,351

59,198

5,223

1,128

60,825

24,027

26

62

62,012

6,988

26,112

36,818

12,866

40,072

45,200

625,178

335,353

9,882

5,102,408

3,435

1,274

90,688

15,323

65,532

6,586

4

65

17,051

261,335

371,501

620,234

8,301

4,770,383

387,743

936,879

3,119,813

1,073,571

3,242,713

268,918

283,877

8,597

28,949

－�

378,734

38,439

1,195,237

268,140

1,298,046

3,740,863

3,019,048

2,562 3,313

135,732

1,821,600

34,823

354,383

－�

273,486

1,297,386

2,983,598

3,279,933

194,562

2,616

26,000

16,846,236

973,369

240,657

226,397

△57,586

17,469,453100.0 100.0 100.017,081,617

0.2

△0.3

1.3

△43,995

10,700

－�

△0.3

0.1

－�

3,688

－�

1.4

－�

0.0

5.8

215,971

3,883

－�

1.2

－�

0.0

1,010,487 5.8

0.5

△0.2

0.0

81,047

△37,761

513

6.0

2.6

0.0

0.0

2,972

444,246

410

1,017,089

91,830

286,440

550,000

5,821,168

8,679,444

34.6

51.5

5,481,142 31.4

9,559,776 54.7

1.7

4,825

3.3

0.0

0.5

0.8139,046

1,035,300

13,929

43,212

5.9

0.1

0.2

30.0

56.7

5,124,767

9,690,829

1.2

3.0

0.2

0.1

197,178

15,042

505,000

40,280



構成比�金　額�構成比�

（平成１４年３月３１日現在）�

金　額�構成比�金　額�

（平成１２年３月３１日現在）� （平成１３年３月３１日現在）�

平成１３年度末�平成１２年度末�平成１１年度末�
財
産
の
状
況
�

（単位：百万円、％）�

科 目�

保 険 契 約 準 備 金�
（ 負 債 の 部 ）�

そ の 他 負 債�
再 保 険 借�
代 理 店 借�
社 員 配 当 準 備 金�

責 任 準 備 金�

支 払 備 金�

未 払 法 人 税 等�

前 受 収 益�

預 り 金�

未 払 費 用�

未 払 金�

債券貸借取引受入担保金�

先物取引差金勘定�

仮 受 金�

預 り 保 証 金�

金 融 派 生 商 品�

借 入 金�

偶 発 損 失 引 当 金�

債権売却損失引当金�
特定債務者支援引当金�

退 職 給 付 引 当 金�
退 職 年 金 引 当 金�

（ 資 本 の 部 ）�

再評価に係る繰延税金負債�

負 債 の 部 合 計�
支 払 承 諾�

繰 延 税 金 負 債�
価 格 変 動 準 備 金�

基 金�

再 評 価 積 立 金�

損失てん補準備金�

基 金 償 却 積 立 金�

法 定 準 備 金�

退職給与積立金�

海外投資等損失準備金�

剰 余 金�

危険準備積立金�

任 意 積 立 金�

再 評 価 差 額 金�

不動産圧縮特別勘定積立金�

社会厚生事業増進積立金�

特 別 準 備 金�

当期未処分剰余金�

不動産圧縮積立金�

資 本 の 部 合 計�
負債及び資本の部合計�

評 価 差 額 金�
（ 当 期 剰 余 ）�

退 職 給 与 引 当 金�
428,230 741,696 587,162

(83,350)
176,506

2,000

41,908

1,297

45,644

60,000

－�

－�

424

135,267
(118,488)

977

2,000

－�

422

1,382

39,074
(14,320)

2,000

977

4,666

317

1,545

13

979

289

41,908

46,698

9

1,343

289

80,000

41,908

－�

51,414

1,584

289

100,000

19,798

37,048

2,936

23,533

26,146

11,480

21,657

66,380

525,390

15,010,745

－�

3

－�

26

8,508

19,512

34,800

23,535

9,717

38,487

26,777

23,770

1

14,780,891

486,477

86,185

36,727

12,438

34,258

22,948

0

7,690

42,585

－�

252,031

0

100,465

14,632,660

438,087

85,832

387,144

43,726

222,150

61,268

60,000

84,663

16,459,091

26,000

24,756

5,712

55,031

16,846,236 17,469,453100.0

－�

2.3

－�

881,994

477,684

5.0

100.0

2.7

3.8

2.0

100.0

654,928

336,428

17,081,617

16,587,45997.7 95.0

0.3

1.3

0.4

0.4

60,711

181,966

0.3

1.0

81,632

80,000

0.5

0.5

－�

－�

0.2

0.1

0.5

－�

－�

177

－�

0.0

0.0

－�

0.3

0.5

10,700

34,373

90,100

24,073

－�

0.1

0.2

0.5

0.1

－�

139,709

4,362

26

－�

－�

0.8

0.0

0.0

－�

－�

16,426,689 96.2

0.4

0.5

0.6

0.4

66,137

90,488

101,873

60,000

－�

0.4

0.0

－�

0.2

0.0

－�

0.0

0.8

－�

69,734

513

－�

37,445

4,914

－�

27

－�

143,711

－�

570,835

3,565

15,602,516

3.4 926,833 5.3

15,353,55492.6

－�

0.0

－�

87.9

3,725

－�

0.0

－�

995,843 5.8

0.0

0.0

88.815,171,214

36

3,248



平成１３年度�平成１２年度�

百分比�百分比� 金　　　　　額�

平成１４年３月３１日まで）�

金　　　　　額�

平成１３年３月３１日まで）�
（平成１３年４月１日から�（平成１２年４月１日から�

平成１１年度�

百分比�金　　　　　額�

平成１２年３月３１日まで）�

財
産
の
状
況
�

（平成１１年４月１日から�

■損益計算書�

経 常 収 益�
保 険 料 等 収 入�

再 保 険 収 入�
保 険 料�

資 産 運 用 収 益�

預 貯 金 利 息�
有価証券利息・配当金�

不 動 産 賃 貸 料�
貸 付 金 利 息�

利息及び配当金等収入�

為 替 差 益�

有 価 証 券 償 還 益�
有 価 証 券 売 却 益�

そ の 他 運 用 収 益�

特別勘定資産評価益�

金銭の信託運用益�

そ の 他 経 常 収 益�

支 払 備 金 戻 入 額�
保険金据置受入金�
年金特約取扱受入金�

退職給与引当金戻入額�
責任準備金戻入額�

その他利息配当金�

科 目�

（単位：百万円、％）�

経 常 費 用�
保 険 金 等 支 払 金�

年 金�
給 付 金�

保 険 金�

その他の経常収益�

そ の 他 返 戻 金�
再 保 険 料�

支 払 備 金 繰 入 額�
責任準備金等繰入額�

解 約 返 戻 金�

社員配当金積立利息繰入額�

売買目的有価証券運用損�
金銭の信託運用損�
支 払 利 息�

有 価 証 券 償 還 損�
有 価 証 券 評 価 損�
有 価 証 券 売 却 損�

金融派生商品費用�

貸倒引当金繰入額�
為 替 差 損�

賃貸用不動産等減価償却費�
貸 付 金 償 却�

特別勘定資産評価損�

資 産 運 用 費 用�

特別勘定資産運用損�
事 業 費�
そ の 他 経 常 費 用�
保険金据置支払金�
税 金�
減 価 償 却 費�

経 常 利 益�
その他の経常費用�
退職年金引当金繰入額�

そ の 他 運 用 費 用�

経

常

損

益

の

部
�

退職給付引当金戻入額�

－�3,432 －�

2,584,126

6,57512,988

259,066

1,542
127

18,348
19,981

219,067

13,557

292,614
－�

9,681
－�

270,867

149
－�

18,219
19,663

232,834

20,562

306,729
24,870

9,308
4,647
－�

242,909

3,745

18,039
19,795

201,329

－�

297,807

9,607
9,399

51,538

12

5,060 22,042

14,210
－�

7,012

147,465
44,241

157,997

408,140

－�
－�
985

5,060
－�

19,302
－�

－�

15,219
45,926

－�

152,817

11,393
－�

1,586

19,804
2,238

580,926
970

533,890

109,843
501,516

856,979

－�
1,588

4,057
417,840

326,055
653,645

731

119,902
545,560

674,101

25,031

2,319,997

1,020

229,853
－�

15,531

85,950
220,839

13,209
－�

－�
－�

1,250
404,971
783

14,280

4,957
2,096

626,675
265,976
688

631,318
139,416
470,840

19,076
2,167

2,134,915

148,231
－�

2,299,509
2,300,445

225,353 191,311

684,040
2,840

254,279

－�
924

30,490
2,602

263,633
2,827
9,271
35,618
183,429

455,189

196,800
2,484

853
651

－�

96,684
－�

－�

34,477
170,799

6,857

756,270
455,791
2,118

935
502,460
404,272
825

2,294,293
2,295,029

735

177,562

2,257
191,990

363,723
495
573
－�

112,038

148,471

6,089
31,487

0

－�

364,030
419

2,276,369
1,313

477,139

2,277,683

3,549,008

191,746 5.1 180,226 5.5 0.722,409

94.9 3,072,453 94.5 99.33,096,135

3,740,755 100.0 3,252,679 100.0 100.03,118,545
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（単位：百万円、％）�

価格変動準備金戻入額�
特定債務者支援引当金戻入額�

特 別 利 益�
不動産動産等処分益�

偶発損失引当金繰入額�

貸倒引当金戻入額�
特 別 損 失�

債権売却損失引当金繰入額�

価格変動準備金繰入額�

不動産動産等処分損�

退職給与引当金繰入額�
社会厚生事業増進助成金�

退職給付会計基準変更時差異処理額�
税 引 前 当 期 剰 余�

法 人 税 等 調 整 額�
法 人 税 及 び 住 民 税�

社会厚生事業増進積立金取崩額�
当 期 未 処 分 剰 余 金�

退職給与積立金取崩額�

前 期 繰 越 剰 余 金�
当 期 剰 余�

再 評 価 差 額 金 取 崩 額�

不 動 産 圧 縮 損�

特
別
損
益
の
部
�

科 目�

（単位：百万円）�■剰余金処分に関する書面�

科 　 　 　 目�

不動産圧縮特別勘定積立金取崩額�

危険準備積立金取崩額�

海外投資等損失準備金取崩額�

当 期 未 処 分 剰 余 金�

任 意 積 立 金 取 崩 額�

計�

社 員 配 当 準 備 金�

剰 余 金 処 分 額�

損 失 て ん 補 準 備 金�

差 引 純 剰 余 金�

基 金 利 息�

役 員 賞 与 金�

監 査 役 賞 与 金�

取 締 役 賞 与 金�

基 金 償 却 積 立 金�

退 職 給 与 積 立 金�

社会厚生事業増進積立金�

不動産圧縮積立金�

価 格 変 動 積 立 金�

次 期 繰 越 剰 余 金�

不動産圧縮特別勘定積立金�

任 意 積 立 金�

－�

977

700

2,109

432

－�

9

42

4,666

700

－�

5,718

352

－�

6

41

6,617

－�

400

36,681

29,253

410

4

19

20,000

518

52

364

20,000

678

241

48

20,000

326

24

87

25 0

－�
53,934
624
3

5,222
－�

13,751
－�
702

5,436
123

－�

73,212

－�

－�
－�

6,537

4,971

27,142

5,552
－�
－�

0

246

13,751
－�
804

－�
4,914

33,578

－�

4,362
20,366

13,675

377 347 188

176,506

32,714 29,186 －�

－� －�

120,752

23,044

143,796

176,511

－�

4

79,404

26,686

106,090

135,276

－�

9

4

176,506

624

135,267

9

135,267
702

41,908

28,528

57,119

85,648

85,648

4,666

－�

46,574

39,074

39,074
804

△27,700

133,022

83,350
92,153

－�

9,610
65,261

2.2

0.3
－�

1.7

118,488

△16,985
32,714

△10,363
35,466
143,591

3.6

1.1
－�

4.4

3.6

6,537 0.2

47,157 1.4

10,523 0.3

0.5

0.5
－�

0.2

29,186
△5,425

14,320

15,270
△22,073

7,517

1.7

1.2

53,296

38,403
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低価法によっております。�

によっております。�

　　取引所の相場のある有価証券のうち、株�（�１�）�

の他の証券および外貨建国内債券、転換社�
債、新株引受権付社債、金銭の信託を構成�
する有価証券の評価は、移動平均法による�

　　　また、上記以外の取引所の相場のある有�
価証券の評価は、移動平均法による原価法�

　　保険業法第１１８条の規定による特別勘定に�（�２�）�
属する取引所の相場のある有価証券のうち、�
株式および外国証券に含まれる外国株式の�
評価は、個人保険の特別勘定および団体年�

式、外国証券（円貨建外国債券を除く）、そ�

は時価法、時価のないものについては取得�
他有価証券のうち時価のあるものについて�
については移動平均法による原価法、その�
のおよび関連法人等が発行する株式をいう）�
規定する子法人等のうち子会社を除いたも�
および保険業法施行令第２条の２第２項に�
（保険業法第２条第１３項に規定する子会社�
法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式�
債券については移動平均法による償却原価�
価証券については時価法、満期保有目的の�
る有価証券を含む）の評価は、売買目的有�
の信託において信託財産として運用してい�
権のうち有価証券に準じるものおよび金銭�
　有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債�

１．有価証券の評価基準および評価方法�

算基準�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

ては、移動平均法による低価法および保険�
業法第１１９条の規定による時価により、その�
他の団体年金保険の特別勘定にあっては、�
移動平均法による低価法によっております。�
　　　また、特別勘定に属する上記以外の取引�
所の相場のある有価証券の評価は、移動平�
均法による原価法によっております。�

　　不動産及び動産の減価償却の方法は、建�

算基準�

す。�

権債務は、取得時または発生時の為替相場�
い外貨建有価証券および外貨建長期金銭債�
替相場により円換算し、取引所の相場のな�
　　　外貨建短期金銭債権債務は、決算時の為�

は定率法によっております。�

　　　その他の資産に計上している自社利用の�
ソフトウェアの減価償却の方法は、利用可�
能期間に基づく定額法により行っておりま�

物については定額法により、動産について�

５．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換�

　外貨建資産・負債（子会社株式及び関連�
会社株式は除く）は、決算日の為替相場に�
より円換算しております。なお、子会社株�
式及び関連会社株式は、取得時の為替相場�

４．自社利用のソフトウェアの減価償却の方法�

３．不動産及び動産の減価償却の方法�

ております。�
　デリバティブ取引の評価は時価法によっ�

２．デリバティブ取引の評価基準および評価方法�

より処理しております。�
の評価差額については、全部資本直入法に�
によっております。なお、その他有価証券�
価証券については移動平均法による原価法�
による償却原価法（定額法）、それ以外の有�
（外国債券を含む）については移動平均法�
差額が金利調整差額と認められる公社債�金保険の年金福祉事業団の特別勘定にあっ�

　　算基準�
４．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換�

■重要な会計方針�

１．有価証券の評価基準および評価方法�

２．不動産及び動産の減価償却の方法�

３．自社利用のソフトウェアの減価償却の方法�

６．引当金等の計上基準�
　貸倒引当金�（�１�）�　貸倒引当金�（�１�）�

により円換算しております。�

算時の為替相場により円換算しております。�
相場が決算時の為替相場を下回る場合は決�
算しております。ただし、３月中の平均為替�
ついては、３月中の平均為替相場により円換�
建公社債および外貨建長期金銭債権債務に�
しい変動がある、取引所の相場のない外貨�
　　　なお、法人税法に規定する為替相場の著�

　　　貸倒引当金は、資産の自己査定基準およ�
び償却・引当基準に則り、次のとおり計上�
しております。破産、和議等法的・形式的�

が大きいと認められる債務者（以下「破綻�
況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性�

額のうち、債務者の支払能力を総合的に判�
証による回収可能見込額を控除し、その残�

懸念先」という）に対する債権については、�
債権額から担保の回収可能見込額および保�

よび実質的に経営破綻に陥っている債務者�
（以下「実質破綻先」という）に対する債�
権については、下記直接減額後の債権額か�
ら担保の回収可能見込額および保証による�
回収可能見込額を控除し、その残額を計上�
しております。また、現状、経営破綻の状�

（以下「破綻先」という）に対する債権お�
な経営破綻の事実が発生している債務者�

により円換算しております。�

の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可�
能性が大きいと認められる債務者（以下「破�

債権額から担保の回収可能見込額および保�
証による回収可能見込額を控除し、その残�
額のうち、債務者の支払能力を総合的に判�

綻懸念先」という）に対する債権については、�

６．引当金等の計上基準�

務者（以下「実質破綻先」という）に対す�
権および実質的に経営破綻に陥っている債�
務者（以下「破綻先」という）に対する債�
形式的な経営破綻の事実が発生している債�
しております。破産、民事再生等、法的・�
び償却・引当基準に則り、次のとおり計上�
　貸倒引当金は、資産の自己査定基準およ�

　貸倒引当金�（�１�）�

計上しております。また、現状、経営破綻�
よる回収可能見込額を控除し、その残額を�
額から担保の回収可能見込額および保証に�
る債権については、下記直接減額後の債権�

５．引当金の計上基準�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

能力を総合的に判断し必要と認める額を計�
を控除し、その残額のうち、債務者の支払�
能見込額および保証による回収可能見込額�
債権については、債権額から担保の回収可�
能性が大きいと認められる債務者に対する�
の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可�

５．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換�

４．自社利用のソフトウェアの減価償却の方法�

３．不動産及び動産の減価償却の方法�

２．デリバティブ取引の評価基準および評価方法�

入法により処理しております。�
価証券の評価差額については、全部資本直�
原価法によっております。なお、その他有�
外の有価証券については移動平均法による�
平均法による償却原価法（定額法）、それ以�
公社債（外国債券を含む）については移動�
ては取得差額が金利調整差額と認められる�
算定は移動平均法）、時価のないものについ�
の市場価格等に基づく時価法（売却原価の�
のうち時価のあるものについては３月末日�
移動平均法による原価法、その他有価証券�
法人等が発行する株式をいう）については�
人等のうち子会社を除いたものおよび関連�
法施行令第２条の２第２項に規定する子法�
２条第１２項に規定する子会社および保険業�
子会社株式及び関連会社株式（保険業法第�
ては移動平均法による償却原価法（定額法）、�
は移動平均法）、満期保有目的の債券につい�
価証券については時価法（売却原価の算定�
る有価証券を含む）の評価は、売買目的有�
の信託において信託財産として運用してい�
権のうち有価証券に準じるものおよび金銭�
　有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債�

１．有価証券の評価基準および評価方法�

　貸倒引当金は、資産の自己査定基準およ�
び償却・引当基準に則り、次のとおり計上�
しております。破産、民事再生等、法的・�
形式的な経営破綻の事実が発生している債�
務者（以下「破綻先」という）に対する債�
権および実質的に経営破綻に陥っている債�
務者（以下「実質破綻先」という）に対す�
る債権については、下記直接減額後の債権�
額から担保の回収可能見込額および保証に�
よる回収可能見込額を控除し、その残額を�
計上しております。また、現状、経営破綻�
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ております。�

果を監査しており、その査定結果に基づい�
該部署から独立した資産監査部署が査定結�
基づき、関連部署が資産査定を実施し、当�
　すべての債権は、資産の自己査定基準に�

込額を特定海外債権引当勘定として計上し�
の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見�
　なお、特定海外債権については、対象国�

を計上しております。�
ら算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額�
は、過去の一定期間における貸倒実績等か�
上しております。上記以外の債権について�

す。�

　退職給付引当金�（�２�）�

ており、その金額は２３，１３０百万円でありま�
立不能見込額として債権額から直接減額し�
が可能と認められる額を控除した残額を取�
から担保の評価額および保証等による回収�
担保・保証付貸付金等については、債権額�
　　なお、破綻先および実質破綻先に対する�

同　　　　　左�

て上記の引当を行っております。�

す。�す。�

監査しており、その査定結果に基づいて上�
該部署から独立した監査部署が査定結果を�
基づき、関連部署が資産査定を実施し、当�

む）として計上しております。�
置法第５５条の２の海外投資等損失準備金を含�
込額を特定海外債権引当勘定（租税特別措�
の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見�

績率を債権額に乗じた額を計上しておりま�
間における貸倒実績等から算出した貸倒実�
上記以外の債権については、過去の一定期�
断し必要と認める額を計上しております。�

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に�

　　　なお、特定海外債権については、対象国�

す。�す。�
ており、その金額は２７，５３７百万円でありま�
立不能見込額として債権額から直接減額し�
が可能と認められる額を控除した残額を取�
から担保の評価額および保証等による回収�
担保・保証付貸付金等については、債権額�

しております。�

の４０％相当額を計上しておりましたが、当�
年度より期末要支給額の１００％を計上する�

経常利益は２，４３４百万円増加し、税引前当期�

の支払に備えて、年金給付現価総額を計上�

剰余は５１，４９９百万円減少しております。�

　退職年金引当金�（�３�）�
　　　退職年金引当金は、役職員に対する年金�

　退職給与引当金�（�２�）�
　　　退職給与引当金は、従来、期末要支給額�

　方法に変更いたしました。�
　　　この変更により、従来の方法に比べて、�

　　　なお、破綻先および実質破綻先に対する�
記の引当を行っております。�

断し必要と認める額を計上しております。�
上記以外の債権については、過去の一定期�
間における貸倒実績等から算出した貸倒実�
績率を債権額に乗じた額を計上しておりま�

　なお、特定海外債権については、対象国�
の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見�
込額を特定海外債権引当勘定（租税特別措�
置法第５５条の２の海外投資等損失準備金を�
含む）として計上しております。�
　すべての債権は、資産の自己査定基準に�
基づき、関連部署が資産査定を実施し、当�

　退職給付引当金�（�２�）�

果を監査しており、その査定結果に基づい�
て上記の引当を行っております。�
　なお、破綻先および実質破綻先に対する�
担保・保証付貸付金等については、債権額�
から担保の評価額および保証等による回収�
が可能と認められる額を控除した残額を取�
立不能見込額として債権額から直接減額し�
ており、その金額は２８，４５３百万円でありま�

　退職給付引当金は、従業員の退職給付に�
備えるため、退職給付に係る会計基準（「退�
職給付に係る会計基準の設定に関する意見�

該部署から独立した資産監査部署が査定結�

基づき、当年度末において発生したと認め�
られる額を計上しております。�

書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に�

　債権売却損失引当金�（�３�）�

　偶発損失引当金�（�４�）�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

ます。�

　価格変動準備金�（�５�）�

　危険準備積立金�（�６�）�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

もり、必要と認められる額を計上しており�
伴い将来発生する可能性のある損失を見積�
定に基づく引当金であり、債権流動化等に�
　偶発損失引当金は、商法第２８７条の２の規�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

ます。�

　特定債務者支援引当金は、商法第２８７条�

と認められる額を計上しております。�
発生する支援額を合理的に見積もり、必要�
援を行っている特定の債務者に対し、将来�
の２の規定に基づく引当金であり、再建支�

買取機構へ売却した債権に係るものであり�
の規定に基づく引当金であり、㈱共同債権�

す。�
則第１１条第２項の規定により計上しておりま�

規定により算出した額を計上しております。�

　価格変動準備金�（�６�）�

　　　債権売却損失引当金は、商法第２８７条の２�
　債権売却損失引当金�（�４�）�

　特定債務者支援引当金�（�５�）�

　危険準備積立金�（�７�）�
　　　危険準備積立金は、保険業法施行規則附�

　　　価格変動準備金は、保険業法第１１５条の�
　価格変動準備金�（�５�）�

　特定債務者支援引当金�（�４�）�

　債権売却損失引当金�（�３�）�

　危険準備積立金�（�６�）�
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７．ヘッジ会計の方法�

によっております。�

８．消費税の会計処理�

ります。�

　　　消費税および地方消費税の会計処理は、�
税抜方式によっております。ただし、資産�

８．消費税の会計処理�

　ヘッジ会計の方法は、「金融商品に係る会�
計基準の設定に関する意見書」（企業会計審�
議会　平成１１年１月２２日）に従い、主に、�
貸付金に対するキャッシュフローのヘッジ�
として金利スワップの特例処理を行ってお�

７．ヘッジ会計の方法�

同　　　　　左�

費用処理しております。�

定める繰延消費税等については、前払費用�

　　　責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に�

に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税�
等以外のものについては、発生事業年度に�

基づく準備金であり、保険料積立金につい�

　　約については、平準純保険料式�
　　②　標準責任準備金の対象とならない契�
　　める方式（平成８年大蔵省告示第４８号）�
　　は、内閣総理大臣および大蔵大臣が定�
　　①　標準責任準備金の対象契約について�
ては次の方式により計算しております。�

９．責任準備金の積立方法�

約については、平準純保険料式�

　責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に�
基づく準備金であり、保険料積立金につい�
ては次の方式により計算しております。�
①　標準責任準備金の対象契約について�
は、内閣総理大臣が定める方式（平成�
８年大蔵省告示第４８号）�

②　標準責任準備金の対象とならない契�

に係る控除対象外消費税等のうち、税法に�

６．消費税の会計処理�

７．責任準備金の積立方法�

同　　　　　左�

同　　　　　左�

　ヘッジ会計の方法は、「金融商品に係る会�
計基準の設定に関する意見書」（企業会計審�
議会　平成１１年１月２２日）に従い、主に、�

として金利スワップの特例処理を行い、外�

９．責任準備金の積立方法�

時価ヘッジを行っております。なお、時価�
ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象と�
ヘッジ手段の時価変動を比較する比較分析�

貨建債券の為替変動リスクのヘッジとして�

貸付金に対するキャッシュフローのヘッジ�

債の部に計上しておりましたが、保険業�
　貸倒引当金は、従来、貸借対照表の負�

した。�
り、資産の部に計上することといたしま�
法施行規則の改正にともない、当年度よ�

（追加情報）�

（金融商品会計）�

　また、当年度から金融商品に係る会計基準�
しております。�
万円、税引前当期剰余も同額、それぞれ増加�
法によった場合と比べ、経常利益が１７９，７８２百�
等を変更しております。この結果、従来の方�
の評価の方法およびヘッジ会計の評価の方法�
有価証券等の評価の方法、デリバティブ取引�
平成１１年１月２２日企業会計審議会）を適用し、�
商品に係る会計基準の設定に関する意見書」�
　当年度から金融商品に係る会計基準（「金融�

ります。�

　従来、資産運用収益、資産運用費用科目�（�４�）�
「金融派生商品費用」といたしました。�
　デリバティブ取引に係る収益・費用は�（�３�）�
を「金銭の信託運用損」といたしました。�

　金銭の信託から生じる全ての収益・費用�（�２�）�
上しております。�
を「利息及び配当金等収入」に含めて計�
ておりました公社債に係る金利調整差額�

　従来、「有価証券償還損益」として表示し�（�１�）�

しましたが、その主な内容は次のとおりであ�
益計算書の作成に関して記載方法を変更いた�
適用に伴う保険業法施行規則の改正により損�
見書」平成１１年１月２２日企業会計審議会）の�
（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意�

表示方法の変更等�

１．貸倒引当金の計上方法の変更�

（外貨建取引等会計処理基準）�
　当年度から改訂後の外貨建取引等会計処理�
基準（「外貨建取引等会計処理基準」企業会計�
審議会　　平成１１年１０月２２日）を適用しており�
ます。この結果、従来の方法によった場合と�
比べ、経常利益が１，５３１百万円、税引前当期剰�
余も同額、それぞれ増加しております。�

たしました。�
益・費用を「特別勘定資産運用損」とい�
に含まれておりました特別勘定に係る収�
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す。�

あります。�

　なお、同勘定の負債の額も同額でありま�

資産の額は、３３２，３２３百万円であります。�
４．子会社に対する金銭債権の総額は、２０，０９４�
百万円、金銭債務の総額は、１，６１３百万円で�

５．貸借対照表に計上した不動産及び動産のほ�

３．保険業法第５５条第２項第６号に規定する純�

３３９，６９７百万円であります。�
１．不動産及び動産の減価償却累計額は、�

２．保険業法第１１８条の規定による特別勘定の�
資産の額は、８３２，１６５百万円であります。�

おります。�

■注記事項�
貸借対照表関係�

３２６，１７１百万円であります。�
保険業法第１１８条の規定による特別勘定の資�
産の額は、１，１１７，８３７百万円であります。�

不動産及び動産の減価償却累計額は、�

す。�

ります。�
百万円、金銭債務の総額は、２０９百万円であ�

　　　　なお、同勘定の負債の額も同額でありま�

３．子会社に対する金銭債権の総額は、２２，２４７�

４．貸借対照表に計上した不動産及び動産のほ�

　　　す。�

２．�

１．�

給付に係る会計基準の設定に関する意見書」�
平成１０年６月１６日企業会計審議会）を適用し�
ております。この結果、従来の方法によった�
場合と比べ、経常利益が２２，５７９百万円、税引�
前当期剰余が８，８２８百万円、それぞれ増加して�

　また、当年度より、従来の退職給与引当金�
および退職年金引当金は、退職給付引当金に�
含めて計上しております。�

　なお、同勘定の負債の額も同額でありま�

５．貸借対照表に計上した不動産及び動産のほ�
あります。�
百万円、金銭債務の総額は、１，５４１百万円で�

４．子会社に対する金銭債権の総額は、２３，１０３�
資産の額は、４７１，２６７百万円であります。�

３．保険業法第５５条第２項第６号に規定する純�

資産の額は、１，０６８，９９０百万円であります。�
２．保険業法第１１８条の規定による特別勘定の�
３２７，１１３百万円であります。�

１．不動産及び動産の減価償却累計額は、�

　当年度から退職給付に係る会計基準（「退職�

１２９，０４５百万円�
７９，４０４百万円�
４８６，４７７百万円�

４３８，０８７百万円�
１，２５０百万円�

等があります。�

前年度末現在高�
あります。�

１６１，９０３百万円�
１２０，７５２百万円�
５２５，３９０百万円�

当年度末現在高�

ます。�

万ユーロ）�

４８６，４７７百万円�
利息による増加�２，２３８百万円�

動産として電子計算機およびその周辺機器�

６．社員配当準備金の異動状況は次のとおりで�

前年度剰余金よりの繰入額�
当年度社員配当金支払額�

７．外貨建資産の額は、１，７２５，３０４百万円であり�

（主な外貨額　８，２１９百万米ドル、３，９８９百�

外貨建負債の額は、２，５２８百万円であります。�
（主な外貨額　１２百万米ドル）�

であります。�

のとおりであります。�

８．基金の償却額は２０，０００百万円であります。�
９．担保に供されている資産は、５１，０１９百万円�

１０．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権およ�
び貸付条件緩和債権の額は、２９，０１８百万円�
であります。なお、それぞれの内訳は以下�

　貸付金のうち、破綻先債権額は１，２５１百万�
円、延滞債権額は１６，４８４百万円であります。�

の支払の遅延が相当期間継続していること�
その他の事由により元金または利息の取立�

　なお、破綻先債権とは、元金または利息�

６１，９１０百万円�

等があります。�

あります。�

動産として電子計算機およびその周辺機器�

１５４，６６２百万円�

６１３，０８１百万円�

ます。�す。�
外貨建資産の額は、９５５，９５３百万円でありま�

５２５，３９０百万円�
５，０６０百万円�　　　利息による増加�

　　　（主な外貨額　２１百万米ドル）�

　　　（主な外貨額　４，２４４百万米ドル、２，９９４百�

　　　外貨建負債の額は、２，５５５百万円であります。�
　　　　　万ユーロ）�

　　　当年度末現在高�
６．�

５．社員配当準備金の異動状況は次のとおりで�

　　　前年度剰余金よりの繰入額�
　　　当年度社員配当金支払額�

　　　前年度末現在高�

であります。�

金償却準備金を保険業法第５６条の規定によ�
る基金償却積立金へ振り替えております。�

　なお、破綻先債権とは、元金または利息�

　貸付金のうち、破綻先債権額は４８２百万円、�
延滞債権額は４３，５３８百万円であります。�

の支払の遅延が相当期間継続していること�
その他の事由により元金または利息の取立�

　　ヵ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権�
　　の額は１１６，０３９百万円であります。なお、そ�
　　れぞれの内訳は以下のとおりであります。�

　７．基金５９，０００百万円の償却に伴い、同額の基�

　９．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３�

　８．担保に供されている資産は、７１，４１４百万円�

び貸付条件緩和債権の額は、４２，６８４百万円�

その他の事由により元金または利息の取立�
の支払の遅延が相当期間継続していること�
　なお、破綻先債権とは、元金または利息�
円、延滞債権額は１６，９５７百万円であります。�
　貸付金のうち、破綻先債権額は３，１３６百万�
のとおりであります。�
であります。なお、それぞれの内訳は以下�

利息による増加�

１１．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権およ�
であります。�

１０．担保に供されている資産は、６２，８６８百万円�
９．基金の償却額は２０，０００百万円であります。�

百万円新たに募集いたしました。�
８．保険業法第６０条の規定により基金を４０，０００�
（主な外貨額　２０百万米ドル）�
外貨建負債の額は、２，７９３百万円であります。�
万米ドル）�

（主な外貨額　４，０３０百万ユーロ、３，５５０百�

７．外貨建資産の額は、１，０７０，６９６百万円であり�
当年度末現在高�

当年度社員配当金支払額�
前年度剰余金よりの繰入額�
前年度末現在高�
あります。�

６．社員配当準備金の異動状況は次のとおりで�
等があります。�
動産として電子計算機およびその周辺機器�

金であります。�

収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却�
を行った部分を除く。以下「未収利息不計�

経営再建または支援を図ることを目的とし�
付金であって、破綻先債権および債務者の�
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸�

項第４号に規定する事由が生じている貸付�
３号のイからホまでに掲げる事由または同�
令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第�
上貸付金」という）のうち、法人税法施行�

金であります。�

収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却�
を行った部分を除く。以下「未収利息不計�

項第４号に規定する事由が生じている貸付�
３号のイからホまでに掲げる事由または同�
令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第�
上貸付金」という）のうち、法人税法施行�

経営再建または支援を図る事を目的として�
付金であって、破綻先債権および債務者の�

　　　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸�

を行った部分を除く。以下「未収利息不計�
収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却�

上貸付金」という）のうち、法人税法施行�
令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第�
３号のイからホまでに掲げる事由または同�
項第４号に規定する事由が生じている貸付�
金であります。�
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸�
付金であって、破綻先債権および債務者の�
経営再建または支援を図ることを目的とし�

てまたは弁済の見込みがないものとして未�てまたは弁済の見込みがないものとして未�てまたは弁済の見込みがないものとして未�

か、リース契約により使用している重要な�か、リース契約により使用している重要な�か、リース契約により使用している重要な�



平成１３年度�（平成１４年３月３１日現在）�（平成１３年３月３１日現在）�平成１２年度�平成１１年度�（平成１２年３月３１日現在）�
財
産
の
状
況
�

金であります。�であります。�

３，０６３百万円であります。�

起算日として３ヵ月以上延滞している貸付�
または利息の支払が、約定支払日の翌日を�

利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金�

いものであります。�

６８，９５５百万円であります。�

経営再建または支援を図ることを目的とし�
て、金利の減免、利息の支払猶予、元金の�
返済猶予、債権放棄その他債務者に有利と�

金で破綻先債権および延滞債権に該当しな�

て利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付�
金であります。�
　貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は�
２２，５８９百万円であります。�
　なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の�
経営再建または支援を図ることを目的とし�
て、金利の減免、利息の支払猶予、元金の�
返済猶予、債権放棄その他債務者に有利と�
なる取決めを行ったもので、破綻先債権、�
延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当�
しない貸付金であります。�
　直接減額による取立不能見込額は、破綻�
先債権額は１１，７４９百万円、延滞債権額は�
１６，７０３百万円であります。�

ない貸付金であります。�

２３，２２７百万円であります。�
　当年度より資産の自己査定の結果に基づ�

延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当し�

先債権額は４，３０９百万円、延滞債権額は�
　直接減額による取立不能見込額は、破綻�

債権および貸付条件緩和債権のいずれにも�
２７，６６２百万円、延滞債権、３ヵ月以上延滞�
３，５１３百万円、貸付条件緩和債権となるもの�
によれば、３ヵ月以上延滞債権となるもの�
滞債権額には、従来採用していた税法基準�
益不計上としました。この変更により、延�
した債務者に対する貸付金の未収利息を収�
き破綻先、実質破綻先および破綻懸念先と�

なる取決めを行ったもので、破綻先債権、�

　　　　　なお、３ヵ月以上延滞債権額とは、元金�

　　　　　貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は�

　　　　　貸付金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は�

　　　　　なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の�
先債権額は１５，３９５百万円、延滞債権額は�
　直接減額による取立不能見込額は、破綻�
しない貸付金であります。�
延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当�
なる取決めを行ったもので、破綻先債権、�
返済猶予、債権放棄その他債務者に有利と�
て、金利の減免、利息の支払猶予、元金の�
経営再建または支援を図ることを目的とし�
　なお、貸付条件緩和債権とは、債務者の�

　貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は�

て利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付�

７，７３４百万円であります。�

１１，２８２百万円であります。�

△１６９，４６９百万円�
４１，２５４百万円�

１１２，３８３百万円�

８，６３１百万円�
△１，８４４百万円�

２２，２８４百万円�
△１４３，７１１百万円�

△１２１，４２７百万円�

△２８１，８５２百万円�

万円であります。�

ます。�

す。�

ます。�
１４．金融システム改革のための関係法律の整備�

円であります。�

券を除く）は、従来「貸付有価証券」に計�
券（現金担保付債券貸借取引による有価証�

１２．消費貸借契約により貸し付けている有価証�

貸借契約により貸し付けている有価証券�

の融資未実行残高は、１０，２７２百万円であり�
１３．貸付金に係るコミットメントライン契約等�

を含む）の貸借対照表価額は、８０９，４２９百万�
（現金担保付債券貸借取引による有価証券�

の種類毎に計上しております。なお、消費�
上しておりましたが、当年度より有価証券�

であります。�

す。�

あります。�

（※）であります。�

保険業法第２５９条の規定に基づく保険契約�
費として処理しております。�

る当社の今後の負担見積額は１２，４３６百万円�
険契約者保護基金に対する当年度末におけ�
基づき保険契約者保護機構が承継した旧保�

す。�ます。�

費として処理しております。�

の今後の負担見積額は３５，１５９百万円であり�
者保護機構に対する当年度末における当社�

であります。�

険契約者保護基金に対する当年度末におけ�
基づき保険契約者保護機構が承継した旧保�

費として処理しております。�
　なお、当該負担金は拠出した年度の事業�

今後の負担見積額は４０，５４７百万円でありま�
保護機構に対する当年度末における当社の�

１５．保険業法第２５９条の規定に基づく保険契約者�
費として処理しております。�
　なお、当該負担金は拠出した年度の事業�

る当社の今後の負担見積額は１２，２９１百万円�

あります。�
　退職給付債務およびその内訳�（�１�）�

１６．退職給付債務に関する事項は次のとおりで�

等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に�等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に�
１０．金融システム改革のための関係法律の整備�

１１．�

　　　　　なお、当該負担額は拠出した年度の事業�

　　　　　なお、当該負担額は拠出した年度の事業�

ハ．�
ニ．�

ロ．年金資産�

△２，０６８百万円�

１０５，５２２百万円�
△１８３，２４１百万円�
５５，００５百万円�
３，５５１百万円�

チ．前払年金費用�
リ．退職給付引当金�

１２，９５７百万円�
△１３９，７０９百万円�

△１２６，７５１百万円�

ニ．�
ハ．�

ホ．未認識数理計算上の差異�
ヘ．未認識過去勤務債務�

会計基準変更時差異の未処理額�

チ．前払年金費用�
リ．退職給付引当金�

ロ．年金資産�

（※）　生命保険契約者保護機構からの訂正連絡に基づき、平成１１年度の「今後の負担見積額」を訂正しております。�

イ．退職給付債務� △２８８，７６３百万円� イ．退職給付債務�

未積立退職給付債務（イ＋ロ）�
会計基準変更時差異の未処理額�

ホ．未認識数理計算上の差異�
ヘ．未認識過去勤務債務�
ト．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）�

１３．金融システム改革のための関係法律の整備�

　退職給付債務およびその内訳�（�１�）�

　なお、当該負担金は拠出した年度の事業�

１５．退職給付債務に関する事項は次のとおりで�
費として処理しております。�

今後の負担見積額は３６，５０３百万円でありま�
保護機構に対する当年度末における当社の�

１４．保険業法第２５９条の規定に基づく保険契約者�
費として処理しております。�
　なお、当該負担金は拠出した年度の事業�

る当社の今後の負担見積額は１０，６０４百万円�
険契約者保護基金に対する当年度末におけ�
基づき保険契約者保護機構が承継した旧保�
等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に�

の融資未実行残高は、６５，４０８百万円であり�
１２．貸付金に係るコミットメントライン契約等�

券を含む）の貸借対照表価額は、６０５，８２５百�
券（現金担保付債券貸借取引による有価証�

１１．消費貸借契約により貸し付けている有価証�

該当しないもの６３０百万円が含まれておりま�

未積立退職給付債務（イ＋ロ）�

ト．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）�



平成１３年度�（平成１４年３月３１日現在）�（平成１３年３月３１日現在）�平成１２年度�平成１１年度�（平成１２年３月３１日現在）�
財
産
の
状
況
�期間定額基準�

１０年�
５年�

３．０％�
３．０％�

１０年�

イ．�

ハ．期待運用収益率�
ロ．割引率�３．０％�

３．０％�
５年�
１０年�

期間定額基準�

ます。�

１０年�

　退職給付債務等の計算基礎�（�２�）�
退職給付見込額の期間配分方法�

ニ．会計基準変更時差異の処理年数�
ホ．数理計算上の差異の処理年数�
ヘ．過去勤務債務の額の処理年数�

１６．繰延税金資産の総額は、２８０，９１０百万円、繰�
延税金負債の総額は、１９９，８６２百万円であり�

　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、�
保険契約準備金９９，７９０百万円、有価証券評�
価損７４，２３１百万円、退職給付引当金４０，６６２�
百万円、価格変動準備金２５，２０８百万円およ�

ます。�

は、軽微であります。�
１７．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月�

他有価証券の評価差額１９０，４７６百万円であり�

　当年度における法定実効税率は３６．１５％で�
あり、法定実効税率と税効果会計適用後の�
法人税等の負担率３２．３８％（税引前当期剰余�
から、税務上損金と認められる剰余金処分�
による社員配当準備金繰入額を控除した金�
額を基に計算しております。）との間の差異�

価差額については、評価差額に係る税金相�
土地の再評価を行っております。なお、評�
３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の�

　繰延税金負債の発生の主なものは、その�
び貸倒引当金１６，５０５百万円であります。�

イ．�

ます。�
あります。�
繰延税金資産の総額は、２２６，３９７百万円で�

保険契約準備金６８，２２４百万円、有価証券評�
価損３１，５６８百万円、価格変動準備金３０，６０５�
百万円、貸倒引当金２５，４０３百万円、退職給�
与引当金２２，６２７百万円および退職年金引当�

１２．�

　　　　　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、�

ます。�
あり、法定実効税率と税効果会計適用後の�
法人税等の負担率３２．６０％（税引前当期剰余�
から、税務上損金と認められる剰余金処分�
による社員配当準備金繰入額を控除した金�
額を基に計算しております。）との間の差異�

３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の�
土地の再評価を行っております。なお、評�
価差額については、評価差額に係る税金相�

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月�

　　　　　当年度における法定実効税率は３６．１５％で�

　　　　は、軽微であります。�

１３．�

金１９，８９３百万円であります。�

ロ．割引率�

ニ．会計基準変更時差異の処理年数�
ホ．数理計算上の差異の処理年数�
ヘ．過去勤務債務の額の処理年数�

ハ．期待運用収益率�

　退職給付債務等の計算基礎�（�２�）�
退職給付見込額の期間配分方法�

　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、�

額を基に計算しております。）との間の差異�
は、軽微であります。�

３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の�
土地の再評価を行っております。なお、評�
価差額については、評価差額に係る税金相�

１８．土地の再評価に関する法律（平成１０年３月�

保険契約準備金１０３，２０９百万円、退職給付引�

百万円、有価証券評価損３０，４０３百万円およ�
び貸倒引当金１９，２５８百万円であります。�
　繰延税金負債の発生の主なものは、その�
他有価証券の評価差額２７０，４５１百万円であり�

　当年度における法定実効税率は３６．１５％で�
あり、法定実効税率と税効果会計適用後の�
法人税等の負担率３９．１１％（税引前当期剰余�
から、税務上損金と認められる剰余金処分�
による社員配当準備金繰入額を控除した金�

当金４０，６３５百万円、価格変動準備金３２，５７１�

１７．繰延税金資産の総額は、２４９，５３７百万円、繰�
延税金負債の総額は、２７３，６１１百万円であり�

しております。�
を「再評価差額金」として資本の部に計上�
て負債の部に計上し、これを控除した金額�

再評価を行った年月日　平成１２年３月３１日�
同法律第３条第３項に定める再評価の方法�

同法律第１０条に定める再評価を行った事�
業用土地の当年度末における時価の合計�
額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価�
額の合計額との差額　△４８，５６７百万円�

　土地の再評価に関する法律施行令�
（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）�
第２条第１号に定める「地価公示法の�
規定により公示された価格」に奥行補�
正等の合理的な調整を行って算定�

す。�
１８．子会社の株式等は、１３３，７３８百万円でありま�

しております。�

て負債の部に計上し、これを控除した金額�
を「再評価差額金」として資本の部に計上�

同法律第３条第３項に定める再評価の方法�

（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）�
　土地の再評価に関する法律施行令�

再評価を行った年月日　平成１２年３月３１日�

定により公示された価格」に奥行補正�
等の合理的な調整を行って算定�

第２条第１号に定める「地価公示法の規�

す。�す。�
１４．子会社の株式等は、１６８，３８０百万円でありま�

　土地の再評価に関する法律施行令�
（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）�

規定により公示された価格」に奥行補�
正等の合理的な調整を行って算定�

同法律第１０条に定める再評価を行った事�
業用土地の当年度末における時価の合計�
額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価�
額の合計額との差額　△１９，４３４百万円�

１９．子会社の株式等は、１４５，３９２百万円でありま�

第２条第１号に定める「地価公示法の�

て負債の部に計上し、これを控除した金額�
を「再評価差額金」として資本の部に計上�
しております。�
再評価を行った年月日　平成１２年３月３１日�
同法律第３条第３項に定める再評価の方法�

当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし�当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし� 当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし�



　平成１４年３月３１日まで）�平成１３年度�（平成１３年４月１日から�　平成１３年３月３１日まで）�
（平成１２年４月１日から�平成１２年度�平成１１年度�（平成１１年４月１日から�　平成１２年３月３１日まで）�

財
産
の
状
況
�

損益計算書関係�

ります。�ります。�ります。�

証券２７，６３３百万円であります。�
７，９２７百万円、株式等２２８，０７３百万円、外国�

百万円、費用の総額は、１５，４１４百万円であ�

券１１，９９６百万円、株式等９２，１６８百万円、外�

１，７５４百万円、株式等８７，３１３百万円、外国証�
２．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券�

百万円、費用の総額は、１５，３５９百万円であ�
１．子会社との取引による収益の総額は、５，８６０�

券７，０９７百万円、株式等２４，２９２百万円、外国�
　有価証券売却損の主な内訳は、国債等債�
券６，２５２百万円であります。�

百万円であります。�

ます。�

百万円であります。�

ます。�あります。�

国証券５３，８３２百万円であります。�

替え低価法により計上した有価証券評価損�
に係る振戻益を控除しております。�

　有価証券評価損の主な内訳は、株式等�
１２０，７２０百万円、外国証券２５，３７９百万円で�

５．退職給付費用の総額は、２８，８０９百万円であ�
万円含まれております。�

４．「金融派生商品費用」には、評価損が７，４００百�
万円含まれております。�

３．「金銭の信託運用損」には、評価益が１，１５９百�

１４，７３６百万円、外国証券４８３百万円であり�
　有価証券評価損の主な内訳は、株式等�
証券１４，５００百万円であります。�

　　　　なお、有価証券評価損は、前年度末に洗�

　　　�

２．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券�

１．子会社との取引による収益の総額は、７，１０７�

　　　　有価証券売却損の主な内訳は、国債等債�

６．退職給付費用の総額は、２９，３２７百万円であ�
万円含まれております。�

５．「金融派生商品費用」には、評価益が３，３５９百�
万円含まれております。�

４．「金銭の信託運用損」には、評価損が１，０４７百�

売却損４８１百万円、金融派生商品費用１，６１４�
３．「売買目的有価証券運用損」の主な内訳は、�

百万円、株式等２２０，５８４百万円、外国証券９２�
　有価証券評価損の内訳は、国債等債券１６２�

８，２６９百万円、株式等４６，５３８百万円、外国証�
２．有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券�

百万円、費用の総額は、１８，１４３百万円であ�
１．子会社との取引による収益の総額は、７，３１１�

券２，２３７百万円、株式等８１，４７４百万円であり�
　有価証券売却損の主な内訳は、国債等債�
券５７，１０６百万円であります。�

△３，１６５百万円�
８，６１８百万円�
８，９００百万円�

４４３百万円�
△２２３百万円�
１，００２百万円�
１３，７５１百万円�

ハ．期待運用収益�
ロ．利息費用�
イ．勤務費用�

ホ．�
ヘ．�
ト．その他�

ニ．�
３９４百万円�
△１６７百万円�

８，８２０百万円�

１３，７５１百万円�
△２，８５１百万円�
８，８６２百万円�

ホ．�
ヘ．�

ニ．�

土地評価減４３，７６４百万円を含んでおります。�

過去勤務債務の費用処理額�
数理計算上の差異の費用処理額�
会計基準変更時差異の費用処理額�

イ．勤務費用�

ハ．期待運用収益�
ロ．利息費用�

３．不動産動産等処分損には、未稼働不動産の�

過去勤務債務の費用処理額�
数理計算上の差異の費用処理額�
会計基準変更時差異の費用処理額�

ります。なお、その内訳は以下のとおりです。�ります。なお、その内訳は以下のとおりです。�



（注）当誌では、上記監査報告書の監査対象となった計算書類等の内容をよりご理解いただけるよう、当社の判断に基づき、記載内容を一部追加・変�
更するとともに、様式を一部変更して記載しています。�

以上�

　当監査法人は、保険業法第５９条第１項において準用する株式会社の監査等に関する商法の�

特例に関する法律第２条の規定に基づき、明治生命保険相互会社の平成１３年４月１日から平�

成１４年３月３１日までの平成１３年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書（会計に関する�

部分に限る。）及び剰余金処分案並びに附属明細書（会計に関する部分に限る。）につい�

て監査を行った。なお、事業報告書及び附属明細書について監査の対象とした会計に関す�

る部分は、事業報告書及び附属明細書に記載されている事項のうち会社及び子会社等の会�

計帳簿の記録に基づく記載部分である。�

　この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、�

通常実施すべき監査手続を実施した。なお、この監査手続は、当監査法人が必要と認めて�

実施した子会社に対する監査手続を含んでいる。�

　監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。�

（１）貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を正�

　　　しく示しているものと認める。�

（２）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、法令及び定款に従い会社の状況を正�

　　　しく示しているものと認める。�

（３）剰余金処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。�

（４）附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、保険業法第５９条第１項において�

　　　準用する商法の規定により指摘すべき事項はない。�

　会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害�

関係はない。�

財
産
の
状
況
�

監　査　報　告　書�

明治生命保険相互会社�

　社　長　金　子　亮太郎　殿�

　平成１３年度の監査報告書は以下のとおりです。�

会計監査人の監査報告書謄本�

　公認会計士�

関与社員　公認会計士�

関与社員　公認会計士�

代表社員　公認会計士�

代表社員�
関与社員�

朝　日　監　査　法　人�

平成１４年５月２４日�

■商法特例法に基づく会計監査人の監査報告�

　当社は、商法特例法に基づき、計算書類およびその附属明細書（会計に関する部分に限る。）について、会計監査人の�
監査を受けています。�

　堀　内　三　郎　�◯�印�

　清　水　俊　行　�◯�印�

　鈴　木　敏　夫　�◯�印�

　田　中　輝　彦　�◯�印�



平成１１年度末� 平成１２年度末�

平成１３年度末�平成１２年度末�平成１１年度末�

平成１３年度末�

財
産
の
状
況
�

４，９４０�

―�

■債務者区分による債権の状況�

１０，２７８�

９，８２７�

２２，６６８�

４２，７７５�

１０，０５５�

３３，９７１�

１１６，５８９�

７２，５６１�

６，３３３，２０７�５，８８８，８５５�

６，２９０，４３２�５，７７２，２６６�

危 険 債 権�

要 管 理 債 権�

小 計�

破産更生債権及びこれらに準ずる債権�

（注）�
らに準ずる債権です。�

の受取りができない可能性の高い債権です。�

合 計�

正 常 債 権�

―�

４８２�

１６，９５７�

２２，５８９�

３，１３６�

す。�

■リスク管理債権の状況�

破 綻 先 債 権 額�

延 滞 債 権 額�

３ヵ月以上延滞債権額�

貸付条件緩和債権額�

区 分�

５．平成１２年度末より、現金担保付債券貸借取引等により貸し付けた債券等を対象に含めています。�

（注１および２に掲げる債権ならびに３ヵ月以上延滞貸付金を除く）です。�

４３，５３８�

６８，９５５�

３，０６３�

区 分�

４．正常債権とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、注１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権で�

を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行なった貸付金�
日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸付金（注１および２に掲げる債権を除く）です。条件緩和貸付金とは、債務者の経営再建または支援�

３．要管理債権とは、３ヵ月以上延滞貸付金および条件緩和貸付金です。なお、３ヵ月以上延滞貸付金とは、元本または利息の支払が、約定支払�

２．危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息�

１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれ�

１６，４８４�

１１，２８２�

１，２５１�

１２，８０９�

２９，１２４�

１１，３７４�

５，８５３，４２９�

５，８２４，３０４�

（０．７８）�

（注）�

（貸付残高に対する比率）�

額７，７３４百万円です。�

い貸付金です。�

予したもの以外の貸付金です。�

（１．９９）�

上の手続き申立てがあった債務者に対する貸付金です。�

２３，２２７百万円、平成１２年度末が破綻先債権額１１，７４９百万円、延滞債権額１６，７０３百万円、平成１３年度末が破綻先債権額１５，３９５百万円、延滞債権�
除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しています。その金額は、平成１１年度末が破綻先債権額４，３０９百万円、延滞債権額�

１．破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権等について、債権額から担保の評価額および保証等による回収が可能と認められる額を控�

の他の債務者に有利となる取決めを行なったもので、破綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸付金です。�
５．貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ�

４．３ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延しているもので、破綻先債権、延滞債権に該当しな�

３．延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、上記破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶�

き申立てにより法的倒産となった債務者、または手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、あるいは、海外の法律により上記に準ずる法律�
がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（未収利息不計上貸付金）のうち、会社更生法、民事再生法、破産法、商法等による手続�

２．破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込み�

（０．５７）�

１１６，０３９� ２９，０１８�４２，６８４�合 計�

（単位：百万円）�

（単位：百万円、％）�



ソルベンシー・マージン総額（A）�

４．「控除項目」は、平成８年大蔵省告示第５０号第１条の２に規定する他の保険会社又は保険業法第１０６条第１項第３号から第５号までに掲げる子�

２．平成１３年金融庁告示第１９号により、ソルベンシー・マージン総額およびリスクの合計額の算出基準が一部変更されていますので、平成１１年度�
末および平成１２年度末の数値はそれぞれ異なる基準によって算出されています。�

会社等の資本調達手段について、意図的な保有相当額があればこれを記載しますが、当社では該当項目はありません。�

３．「資本の部合計」には社外流出予定額およびその他有価証券の評価差額金を除いた金額を記載しています。�

１．上記は、保険業法施行規則第８６条、第８７条、第１６１条、第１６２条および第１９０条ならびに平成８年大蔵省告示第５０号の規定に基づいて算出してい�（注）　�
ます。�

ソルベンシー・マージン比率　　　�

リスクの合計額　　　　　　（B）�

（１／２）×（B）�

（A）�
×１００�

財
産
の
状
況
�

（Ａ）　ソルベンシー・マージン総額�

⑨　その他（保険契約準備金の一部、税効果相当額等）�

⑤　その他有価証券の評価差額（税効果控除前）×９０％�

⑦　負債性資本調達手段等（劣後ローン、劣後債等）�

（A）�

（１／２）×（B）�

項　　　　　目�

×１００�

⑬　経営管理リスク相当額�

⑫　資産運用リスク相当額�

⑪　予定利率リスク相当額�

⑩　保険リスク相当額�

ソルベンシー・マージン比率　　　�

⑥　土地含み損益�

（Ｂ）　リスクの合計額　�

⑧　控除項目�

⑩�　�２� ２�

②　価格変動準備金�

①　資本の部合計�

④　一般貸倒引当金�

③　危険準備金�

平成１１年度末�

（単位：百万円）�

■保険金等の支払能力の充実の状況(ソルベンシー・マージン比率)

項　　　　　目� 平成１３年度末�

（単位：百万円）�

平成１２年度末�

＋（⑪＋⑫）�　＋⑬�

12,331

403,329

523,427

119,706

91,044

405,834

237,653

38,826

673,322

△21,362

―�

―�

324,178

90,100

1,746,049

11,226

369,921

467,352

121,751

352,911

86,665

242,981

474,214

△51,895

―�

―�

29,488

289,619

1,424,064

69,734

667.2　％� 　％�609.4

506,338

1,850,577

　％�731.0



貸借対照表計上額� 当期の損益に含まれた評価損益�

平成１３年度末�平成１２年度末�

貸借対照表計上額� 当期の損益に含まれた評価損益�

うち差損�
差損益�

平成１３年度末�

時　価�
うち差益�うち差益�うち差損�

時　価�帳簿価額�

平成１２年度末�

差損益� 帳簿価額�

平成１３年度末�平成１２年度末�
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（単位：百万円）�

―�―�

△１，６４３�

（単位：百万円）�

―�―�

△１２５，３６９�

△１０３，４８２�

△１７，１４９�

△１，３４２�

９０７� △３，３９４�

△４，２７９�

―�２３８�

―�―�

△１２，８６９�

区 分�

■売買目的有価証券の評価損益(会社計)

７７８，２２０�

７，５５６�１，１５９�

△４７，０４１�

―�

１８７，７８３�

―�―�

３，３２４，２５１�

―�

△８１０�

―�―�

２１０，２７９� ３，１３６，４６８�

■有価証券の時価情報(会社計)

特 別 勘 定�

金 銭 の 信 託�

ア．有価証券のうち時価のあるもの�

―�

２，９８１，３３８�

―�

２，７７１，８６９�

区 分�

満期保有目的の債券�

責任準備金対応債券�

２０９，４６９�

１，０２１，３２１�

１３，０８０�

―�

５２５，７６５�

―�―�

５，３７８，０６２�

３０６，４３２�

１９３，７４０�

２，５１０，１９３�

１，３０６，５７６�

２７，８４０�１，５４２，２０１�

―�

△１８５，７８４�

―�―�

９３３，４７４�

△１７９，７２７�

△３，０９８�

６６６，３１１�

２１０，３１２�

△２５７�５６，６３１�

４，８５２，２９７�

１，１１２，８３６�

２，２０３，７６１�

１，５１４，３６０�

△２，４８６�

１５２，８１８�

１８，０２６�

３７５，７１６�

２３８�

―�

１，０６４�８２５�

―�―�

△２，７００�

△３，０４６�

３９�

１６１，１０９�

―�

―�

１７９�１７９�

―�―�

２２２，８９８�

２０，５１３�

４０，９２２�９３０，８６０�８８９，９３８�△５２�４９，２０３�

―�

５，４１８，０５２�

―�

４，６７０，３６１�

３，１４４，９５４�

６８９，４６７�

２，６５８，３７０�

４８２，２５３�

１，５６５，７１３�１，５０９，３３９�

子会社株式及び関連会社株式�

外 国 証 券�

株 式�

公 社 債�

その他有価証券�

１６，９１１�

３２８，８９３�

１９，５７２�

１７０，８３０�

１，００４�

―�

８２５�

―�譲 渡 性 預 金�

買入金銭債権�

株 式 等�

その他の証券�

３６０，５７４�３１１，４２３�公 社 債�

７４７，６９０�

２０７，２１４�

４８６，５８４�

１５８，０６３�

△２，６６０�

４９，１５０�

５６，３７３�

△４５，８８１�１，０３４，４０１� ７８５，７７６�売 買 目 的 有 価 証 券� △１２，５７０�

５３，７９２�

１５７，０９７�

２９，１８３�

２１０，８８９�

４０９，９１４�

６５１，１３４�

△１，２００�

△１１，３７０�

１８９，４２６�

△２，５０８�

△１２７，０１２�

△１０３，４８２�

△１７，６２２�

△４，２７９�

９０７� △３，３９４�

―�―�

―� ―�

３５５� △４�

△１３，３４３�

（単位：百万円）�

―�

―�

―�

２１２，３５４�

７１３，５４８�

４，７５０，０６５�

８，７０２，３１３�

３０６，４３２�

１９６，８９７�

２，５１０，１９３�

１，４１１，１４９�

△９１７�

△１８６，５９４�

２６２，０６８�

１，１４３，７５４�

△１７９，７２７�

△３，２４９�

６６６，３１１�

２１５，０１３�

４，５３７，７１１�

７，９８８，７６５�

１，２１４，２５１�

２，２０３，７６１�

１５２，８１８�

△２，４８６�

３７５，７１６�

１８，０２６�

―�

―�

―�―�

―�―�

３５１�１２，８７８�

△３，０４６�

△２，７００�

１６１，１０９�

３９�

―�

―�

―�―�

―�―�

―�３２１�３２１�

２０，５１３�

２２２，８９８�

１２，５２７�

４４，０７９�１，０３５，４３３�９９１，３５３�△２０３�５３，９０４�

４，４４３，４９７�

８，３９９，３９０�

４，１８２，３４６�

７，４４２，２３０�

３，１４４，９５４�

７８３，６３２�

２，６５８，３７０�

５７１，８６８�

合 計�

株 式�

公 社 債�

外 国 証 券�

３２８，８９３�

１６，９１１�

１７０，８３０�

１９，５７２�

―�

―�

―�

―�

１０，３９４�１０，０７３�買 入 金 銭 債 権�

譲 渡 性 預 金�

そ の 他�

そ の 他 の 証 券�

株 式 等�

４５４，７３８�４０１，０３７�公 社 債�

９５７，１５９�

２６１，１５０�

２１１，７６４�

１５８，０６３�

△２，６６０�

４８６，５８４�

５３，７０１�

３，６７６�

―�

―�

３，６７６�

２１２，１７０�

１４６，１７０�

区　　　　　　　　　　分�

そ の 他�

非 上 場 外 国 債 券�

満 期 保 有 目 的 の 債 券�

・平成１２年度末および平成１３年度末において、時価のない有価証券等の帳簿価額は次のとおりです。�

（注）本表には、CD（譲渡性預金）等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行なうことが適当と認められるものを含みます。�

子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式�

責 任 準 備 金 対 応 債 券�

そ の 他 有 価 証 券�

―�

２１，５２８�

６，４４８�

３７，４２４�

３６２，０１７�合 計�

そ の 他�

そ の 他 外 国 証 券�

非 上 場 外 国 債 券�

非上場外国株式（店頭売買株式を除く）�

（注）　「その他」には買入金銭債権等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行なうことが適当と認められるものを含みます。�

１４６，７６９�非上場国内株式（店頭売買株式を除く）�

１０，７３７�

１０，７３７�

５７，４２２�

１５７，０９７�

２１４，５２０�

４０９，９１４�

８４０，５６１�

２１４，８６２�

１４７，３６１�

４３７，２１９�

４５，２０４�

６，６４０�

９１，８０６�

２９１，０１３�

１３５，４６８�

―�―�―�―�―�―� ―� ―� ―� ―�そ の 他�



１，１７３，８９８�合 計�

計上額�
貸借対照表�

当期の損益に含まれた�

平成１２年度末�

２．差損益には、金銭の信託内で有しているデリバティブ取引に係る差損益も含んでいます。�

イ．満期保有目的の債券・責任準備金対応債券・その他有価証券の金銭の信託�

平成１２年度末、平成１３年度末とも保有していません。�

１．時価等の算定は、金銭の信託の受託者が合理的に算定した価格によっています。�

４３，２１２�

評価損益には有価証券およびデリバティブ取引等に係る評価損益を計上しています。�（注）�

ア．売買目的の金銭の信託�

区　　　　分�

売買目的有価証券�

貸借対照表�

４３，２１２�

計上額�

貸借対照表�区　分�
時価�

９９，４９５�

（注）�

金銭の信託�９１，８３０�

計上額� うち差益�

７，８３３�７，６６５�

差損益�

△１６８�

うち差損�

■金銭の信託の時価情報(会社計)

平成１１年度末�

当期の損益に含まれた�
評価損益�

（単位：百万円）�

△１，０４７�

計上額�
貸借対照表�

１５，０４２�９８３�

評価損益�

平成１３年度末�

平成１３年度末�

うち差益�

（単位：百万円）�

―�

貸借対照表�

うち差損�

―�

差損益�

―�４３，２１２�

時価�

―�

うち差益�
時価�

１５，０４２�１５，０４２�

計上額�

―�

差損益�

平成１２年度末�

―�

うち差損�

財
産
の
状
況
�

うち差損�うち差益�

外貨建（含むユーロ円建）国内債券のうち非上場債券�

外国証券のうち店頭売買有価証券を除く非上場株式�

残存償還期間１年以内の円建国内公募非上場債券�

・平成１１年度末において、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」により開示の対象から除いた有価証券の�

８，７８５，２７９�

４０１，１２６�

４１３，４８４�

８１４，６１１�

３，９４０，７７５�

４，０２９，８９２�

（注）１．平成１１年度末において「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」により非開示とされた有価証券を除いています。�
２．本表記載の有価証券は、上場有価証券、非上場有価証券のうち時価相当額として価格等の算定が可能なものを対象としています。�

店頭売買有価証券を除く非上場国内株式�

外国証券のうち非上場債券�

その他�

公募債以外の円建国内非上場債券�

貸借対照表計上額は次のとおりです。�

区 分�

その他の証券�

合 計� ７，５０５，５４５�

―�

外 国 証 券�

株 式 等�

公 社 債�

公 社 債�

株 式�

７０９，４５２�

４２７，５２４�

２８１，９２７�

２，９８７，１７７�

３，８０８，９１５�

（単位：百万円）�

１８，４９６�

１２４，３９９�

１４８，９５０�

１１９，７１８�

１３２，６３６�

２６７，４４４�

３６２，２５２�

平成１１年度末�

△３０，２６１�

△１，０６６�

△１４，６５２�

△１５，７１９�

△４，５８０�

△９，９６１�

１，２７９，７３３�

―� ―� ―�

１，３０９，９９５�

１０５，１５８�

△１４，０４０�

１１９，１９８�

１，０４２，７１５�

１３１，８６０�

１２０，８７７�

１２０，２６４�

６１２�

１４１，８２１�

１，０４７，２９６�

―�

時　価�

イ．市場性ある有価証券�

区　　　　分�
計上額�
貸借対照表�

（単位：百万円）�

平成１１年度末�

差損益�



財
産
の
状
況
�

　取引の内容�（�１�）�
１．定性的情報�

■デリバティブ取引の時価情報（会社計）�

当社が利用対象としているデリバティブ取引は、以下のとおりです。�

　取組方針�（�２�）�

　利用目的�（�３�）�

目的で利用しています。�

・株式関連：株式先物、株式オプション、株価指数先渡契約�
・通貨関連：先物為替予約、通貨オプション、通貨スワップ�

・債券関連：債券先物、債券オプション�

段と位置付けており、原則として、ヘッジ目的に利用を限定しています。�

当社が利用しているデリバティブ取引の主な利用目的は、以下のとおりです。�

で利用しています。�

　リスクの内容�（�４�）�

ています。�

として金利スワップの特例処理や時価ヘッジを行なっています。�

・金利関連：金利先物、金利オプション、金利スワップ、スワップション�

　また、取引形態は、取引所を通じた取引、あるいは、格付等を勘案し信用度が高いと判断される取�

　当社が利用しているデリバティブ取引は、原則として、運用資産の金利・為替・価格変動リスクの�

　上記取引のうち、変動貸付金利を固定化する目的の「金利関連取引」や為替リスクを回避する目的�

・「債券関連取引」は、近い将来に購入・売却を予定している債券を対象に実際の取引時点までの�
・「株式関連取引」は、株式ポートフォリオの価格変動リスクを回避する目的で利用しています。�

・「金利関連取引」は、変動貸付金利を固定化する目的、および債券の価格変動リスクを減殺する�

　当社では、デリバティブ取引を、運用資産の金利・為替・価格変動リスクに対する有効なヘッジ手�

なお、店頭取引において、リスクが過大となるような複雑な仕組みの取引はありません。�

・「通貨関連取引」は、外貨建資産の購入・売却時の為替レートを事前に確定する目的、および為�
替変動による損失を一定範囲内に限定する等、為替リスクを回避する目的で利用しています。�

価格変動リスクを回避する目的、および現在保有している債券の価格変動リスクを減殺する目的�

の「通貨関連取引」の一部については、ヘッジ会計を適用し、それぞれキャッシュ・フローのヘッジ�

ヘッジを目的としているため、デリバティブ取引のもつ市場リスクは減殺され、限定的なものになっ�

引先を選別した店頭取引であり、取引相手が倒産等により契約不履行に陥り、損失を被るリスクは限�

　リスク管理体制�（�５�）�

・時価算定に係る補足説明�

　定量的情報に関する補足説明�（�６�）�

切なリスク管理を行なっています。�

［株式先物、債券先物取引等の取引所取引の場合］�

案し信用度が高いと判断される取引先を選別しています。�

・差損益に関する補足説明�

［先物為替取引等の店頭取引の場合］�

［金利スワップ取引］�

・　「デリバティブ取引の時価情報」に係る補足説明�

なる外貨建資産と合わせて管理を行なっています。�

用しており、いわゆるトレーディング目的の取引はありません。�

取引相手先から入手した期末日の時価�

期末日の終値または清算値�

います。�

ついてはヘッジ会計を適用し、オフバランスとしています。�

　デリバティブ取引の種類別内訳では、ヘッジ会計適用分と非適用分とを合算して記載しています。�

　「差損益の内訳」では、ヘッジ会計適用分の差損益とヘッジ会計非適用分の差損益を区分表示し�

　デリバティブ取引の差損益は貸借対照表および損益計算書に計上されていますが、一部の取引に�

　同様に、通貨スワップ取引は、外貨建資産の為替リスクを回避するために利用しており、対象と�
損益をとらえるのではなく、ヘッジ対象となる運用資産と合わせて管理を行なっています。�
　例えば、金利スワップ取引は、主に変動貸付金利を固定化する目的で利用しており、取引単位で�

　当社では、デリバティブ取引を、原則として、運用資産の市場リスクをヘッジする手段として利�

　取引状況については、運用リスク分科委員会等において、ヘッジ対象となる運用資産とトータルで�

　当社では、デリバティブ取引の取引種類毎に利用方針等を取扱基準として規定化するとともに、取�

期末日のTTM、WMロイターレート、割引レート等を基準として、当社で算出した理論価格�

引限度額を設定することでリスクを抑制しています。また、取引先の選定にあたっては、格付等を勘�

損益を把握する等、包括的な管理を行なっています。また、取引実施部門（フロントオフィス）と事�
務管理部門（バックオフィス）を分離し、フロント・バック間で相互牽制が働く組織体制をとり、適�

ました。ヘッジ会計非適用分の差損益については、損益計算書に計上しています。また、通貨関連�
のヘッジ会計適用分については、時価ヘッジを適用しており、当該差損益を損益計算書に計上して�

定的です。�



１１，５８１�１９，５００�２３２，１７５� ４０３，７５７�１０４，６７６�３５，８２５�

差損益�
契 約 額 等�

時　価�
契 約 額 等�

時　価� 時　価�
契 約 額 等�

差損益� 差損益�
種　　　類�

２，６５０�

２，６６３�

１３�

８１，７１３�
取
引
所
�

外国株価指数先物�
売建�

合　　　計�
買建�

売建�
買建�

株価指数先物�

―�１４６�
―� ―�

１６０�
―� ―�

―� ―�
―�

うち１年超�

―�
８４，３６３�

―�
１０�

２，７０８�
―�
―�―�

―�
―�
―�

うち１年超�

―�
―�２５４�

―� ―�
２８０�

―� ２，７１２�

２５�

―� ―�
―�
―� ―�

―�
２５�

―�
１０�

―�
―�

―�

うち１年超�

△４�

△４�

―�

―�
０�

差損益�

（注）　外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、貸借対照表に�
おいて当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いています。�

１，２０６�

１，２０７�

　通貨関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値）�（�３�）�

１，２０７�

　株式関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値）�（�４�）�

７９，７０４�８０，９１１� ―�米ドル�

合　　　計�

平成１１年度末�

買建�

店
　
　
　
頭
�

ユーロ�
英ポンド�

米ドル�

英ポンド�
ユーロ�

２５８�２５８� ―�
―�
―�
―�

―�
―�

２５８�
―�
―�

２５８�

―�
―�

―�
―�

―�
―�

売建�
為替予約�

種　　　類�
うち１年超�

―�８０，９１１� ７９，７０４�

契 約 額 等�

平成１１年度末�

時　価�

平均受取金利�

固定金利支払／変動金利受取スワップ想定元本�
平均支払金利�

平均支払金利�
平均受取金利�

―�
―�

―�
―�

０．９８�
０．３１�
―�

０．６２�
―�

１．９９�

△３６，３２２�―�△４，８１９�５４５，１１９�３３，５１２�―�２８，６９２� ５８１，４４１�

平成１３年度末�

１３２�

７１９�
５７３�

８，９０９�

（単位：百万円）�

３０，０６６�

平成１２年度末�

△８，４８８�

１４８�―�△０� １４０�

―�―�
―� ―�

△０� １４０�
―�―�

―� ―�

―� １４８�

７，７０７�―�
１９，８５７�―�

８，８４９�―�
―� ２２，３９３�

―�８� ７１３�
５６７�
１３�
１３２�

―�
―�

８�
―�
―�

―�

８，８７６�
３０，０６４�

△１，１４１�
△２，５３５�

―�
―�

△３６，３５０�

６�

０�１３�
△０�

６�

△３２�
△１�

平成１３年度末�

時　価�

（単位：百万円）�

６２０，４１６�

うち１年超�

５６，２５８� ―� ６４，７５５�

契 約 額 等�

平成１２年度末�

時　価�
うち１年超�

５８４，０６０�△８，４９７� ―�

契 約 額 等�
差損益�

３．１３�
０．１５�

―�
―�

０．１７�
３，０００�

１．３５�
０．２８�
―�

１．７３�

―�
―�

―�
―�

０．１９�
―�

１．０１�
―�
―�

―�

△３６，３５６�

差損益�

３．１３�
０．１５�

０．３１�
３，０００�

１．４９�

財
産
の
状
況
�

区 分�

通 貨 関 連�

通 貨 関 連�

差損益�

３年以下�

　金利関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値）�（�２�）�

△１０７�
△３６，２４２�

△３６，３５０�

ヘッジ会計適用分のうち時価ヘッジ適用分の差損益（平成１２年度末：適用なし、平成１３年度末：通貨関連△３６，２４２百万円）、及びヘッジ会計非適�

△８，４８８�
△８，４８８�
―�

合　　　計�

固定金利受取／変動金利支払スワップ想定元本�

（ご参考）　金利スワップ契約の残存期間別構成�

区 分�
１年以下�

１年超�

固定金利受取／変動金利支払�
固定金利支払／変動金利受取�

金利スワップ�店
　
頭
�

種　　　類�

４４，５００�
４８０，９６４�

４５，５００�
５３４，４１３�

△５１２�
３，１２４�

うち１年超�

契 約 額 等�

平成１１年度末�

時　価�

１１，０９５�ヘ ッ ジ 会 計 適 用 分�
ヘッジ会計非適用分�

合 計�

用分の差損益は、損益計算書に計上しています。�
（注）　�

１１，９９５�
９００�

合 計�

区 分�

ヘッジ会計非適用分�
ヘ ッ ジ 会 計 適 用 分�

１２，６７９�

金 利 関 連�

金 利 関 連�

１，０９４�
１１，５８４�

時　価�

平成１３年度末�

（単位：百万円、％）�

１２，３５８�
△３６２�

１２，６７９�２，６１２�

平成１３年度末�

５年以下�
３年超�

７年以下�
５年超�

１０年以下�
７年超�

１０年超�

―�

３３２，８０１�
△５１２�３，０００�

３５６，３６３�３，１２４�
３，０００�△４０４�

１３，０８３�

契 約 額 等�

平成１２年度末�

時　価�
うち１年超�

３，０００�
４０３，７５７�

△４０４�
１３，０８３�

３，０００�
３６７，９３２�

契 約 額 等�
差損益�

うち１年超�

１１，９９５�

合　計�

△３６２�
１２，３５８�

差損益�

合 計�

合 計�

△２４，３５８�

（単位：百万円）�

△２５，１４７�

△７，３７９�

―�―� ―�

△４�
△４�

―�
―�

―�
―�

債 券 関 連�

債 券 関 連�

平成１３年度末�
２５�

株 式 関 連�

株 式 関 連�

―�
２５�

△１１�

そ の 他�

―�

そ の 他�

―�
△１１�

―�
―�

７８８�

４，２０４�

１１，５８４�

　差損益の内訳（ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳）�（�１�）�
２．定量的情報�

（単位：百万円）�

平成１２年度末�



時　価�差損益�
契 約 額 等�

差損益�

平成１３年度末�

うち１年超�

平成１３年度�平成１２年度�平成１１年度�

うち１年超�
差損益�

契 約 額 等�
うち１年超�

契 約 額 等�
平成１１年度末�

時　価�

平成１２年度末�

時　価�
財
産
の
状
況
�

（単位：百万円）�

―�
―�

―�
―�

―�

（単位：百万円）�

６１，９９０�
１５，５３１�

種　　　類�

　債券関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値）�（�５�）�

―�
―�

△１１�
―�

△１１�

―�
―�―�

―�
―�

３，０６９�
―�

―�
―�

―�

３，０５８�

２７５，９０５�

４０４，９２３�

２７０，２３９�
３，４８３，１７０�

２，２９９，５０９�
４９８，６８５�

２，３００，４４５� ２，２９５，０２９�
２，２９４，２９３�

３，２５１，８７０�

―�
―�―�

―� ―�
―�売建�

買建�

合　　　計�

■経常利益等の明細(基礎利益)

A（①－②）�

保 険 料 等 収 入�

資産運用収益（注１）（注２）�
うち保険料�

基 礎 収 益 ①�
基 礎 利 益�

５５１，９１７�

６７４，１０１�
１１９，９０２�

６８４，０４０�
３，２１２，９３１�

８５６，９７９�
１０９，８４３�

２，５８４，１２６�
２，９７５，９６４�
２，３１９，９９７�

６５３，６４５�
３２６，０５５�

３０６，７２９�
５６，３２８�
２２，０４２�

５３３，８９０�
５８０，９２６�

２９２，６１４�
７２，０６３�
５，０６０�

５０１，５１６� ５４５，５６０�

うち保険金�
う ち 年 金�

基 礎 費 用 ②�
保険金等支払金�

その他経常収益（注２）�

事 業 費�
資産運用費用（注２）�
責任準備金等繰入額�

うちその他返戻金�
うち解約返戻金�
うち給付金�

４２９，３７３�うち利息及び配当金等収入（注３）� ４０４，２７２�

債券先物�取
引
所
�

６３１，３１８�
１３９，４１６�
４７０，８４０�
６２６，６７５�
２６５，９７６�

２９７，８０７�

３，０１１，７８６�
２，２７７，６８３�
２，２７６，３６９�
３６５，０５２�
３６４，０３０�
３６９，０５１�

２，７５３，１５４�
２，１３４，９１５�

２５８，６３２�

―�
―�

―�
５７３�
―�

５，４８３�
２，０９６�

１３，２０９�

―�
―�

―�
―�

―�
―�

４３，６６３�

８５，９５０�

５，３２７�
１５，９３６�

―�
１２�
△２２�

２２，４０９�

―�

―�
９７，５３７�

―�

―�
９６，６８４�

２，８２７�
１７９，１７３�

―�

―�
１７６，３４６�

８５３�

９１，８４１�
―�

１１，３９３�
―�

―�

２４９，１７０�
―�

―�
―�

キ ャ ピ タ ル 収 益�

有 価 証 券 売 却 益�
売買目的有価証券運用益�
金銭の信託運用益�

金融派生商品収益�

そ の 他�

売買目的有価証券運用損�
金銭の信託運用損�

キ ャ ピ タ ル 費 用�

為 替 差 益�

１５，２１９�
１９，３０２�

―�
５，６９５�

―�

１４７，４６５�
―�

―�
△６９，９９６�

７，４５２�

―�
―�

―�
１０１，３７５�

―�

―�
―�

―�
８，４９５�

―�

２００，２４２� ２８１，６０１�
B（注３）�

そ の 他�
キ ャ ピ タ ル 損 益�

為 替 差 損�
金融派生商品費用�
有 価 証 券 評 価 損�

臨 時 費 用�
そ の 他�
危険準備金戻入額�
再 保 険 収 入�

臨 時 収 益�
キャピタル損益含み基礎利益� A＋B

有 価 証 券 売 却 損� ４５，９２６�９４，２５２�

９６，７２７�
―�

―�
４，６４７�
―�

―�
８，５２２�

―�
―�

△２６�

１８０，２２６�１９１，７４６�
△８，４９５� △１０１，３７５�

特定海外債権引当勘定繰入額�
個別貸倒引当金繰入額�
危険準備金繰入額�

そ の 他�
貸 付 金 償 却�

A＋B＋C

（注）　１．�

３．�
２．�

経 常 利 益�

基礎利益算出上の数値を表します。�

C（注３）�臨 時 損 益�

平成１１年度の利息及び配当金等収入、キャピタル損益、臨時損益は、それぞれ一般勘定の値です。�

再 保 険 料� ―� ―�
２１，２５４�

３２７，５８０�

２２０，８３９�

△２１４，９６８�

１１２，０３８�

１１２，６１２�

平成１３年度の資産運用収益には、金銭の信託運用損益のうち利息及び配当金等収入に該当する金額（５２５百万円）を含みます。�

△２１，２５４�

２５９，０６６�その他経常費用� ２４２，９０９�２７０，８６７�




